
 

 

 

 

 

【提案・要望先】内閣府 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) 子ども関連予算の倍増と財源の安定確保 

○ 国においては、３月に公表された「こども・子育て政策の強化について（試案）」

を踏まえ、骨太の方針に子ども関連予算の将来的な倍増を目指していく上での当面

の方針を示すこととしている。 

○ 子ども関連予算の将来的な倍増に向けては、出生率の回復を実現した欧州諸国並

みに引き上げていくことが必要と思料。 

○ また、財源の安定確保に向けては、社会全体で負担する方策を幅広く検討するこ

とが必要。 

 

(2) 子ども関連施策における国と地方の適切な役割分担 

○ 本県では、子ども施策に関して全庁を挙げて様々な角度から関連施策を検討し、

独自の施策として実施しているところであり、令和４年度には、複数年度での継続

的な事業の実施を確保するため、10 億円の基金を造成したところ。 

○ 令和４年度には７事業に 0.5 億円、令和５年度には 39 事業に 1.5 億円を充当す

るが、規模が限られるほか、本基金は４年ないし５年内での充当を予定する時限的

な措置であるため、令和５年度事業では事業期間３年以内のものに限るといった制

約が生じている。 

○ 地域の実情に的確に対応し、多様な子ども・子育て支援策の展開に確実につなが

るよう、十分な地方財源の確保が必要。 

２．提案・要望の理由 

(1) 子ども関連予算の倍増と財源の安定確保 

○ 子ども関連予算の大幅な拡大 

○ 財源の安定確保に向けた方策の幅広い検討 

(2) 子ども関連施策における国と地方の適切な役割分担 

○ 地方の実情に応じて独自に活用できる十分な財源の確保 

１．提案・要望内容 

 地方財源の確保を含めた子ども関連予算を拡大し、国と地方が適切な役割分担のも

と連携することにより、子ども・子育て政策の強化を図る。 

子ども関連予算の拡大と適切な役割分担 



 

  
(2) 子ども関連施策における国と地方の適切な役割分担 

① 滋賀県子ども・若者基金（令和４年度に造成） 

〈使途〉 

ア 子どもたちが健やかに育つための環境づくり 

イ 困難な状況にある子どもたちやその家庭への支援 

〈規模〉 10 億円 

・令和５年度の充当事業【総数 39 件（新規 33 件・継続６件）】   ・充当事業の総額 

 

 

 

 

  〈対象事業〉 

 

 

 

 

 

 

 

② 基金による独自事業の例 
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委員会

充当事業 10(6) 3 1 1 1 5 1 11

事業費
子ども・

若者基金

265,669 152,072

（本県の取組状況と課題） 

担当：健康医療福祉部 子ども・青少年局 次世代育成係 

TEL077－528－3565 

次の取組について全庁的に呼びかけて選定 

①子どもたちが自分らしく生きる力を育むための取組 

②家庭や地域での安心・安全な子育て・学びに向かうことのできる環境づくりを図る取組 

③特別な支援を必要とする子どもを支援する取組 

④子育てや教育にかかる経済的負担を軽減する取組 

⑤少子化対策の取組 

⑥困難な状況にある子ども・若者やその家庭を支援する取組 


